
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 令和元年 10 月からの消費税(中小事業者の特例)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：10月から消費税の軽減税率が導入され

ましたが、税額計算に中小企業の特例がある

とか。どのようになっているのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような特例が認められています。 

【解説】  

消費税の軽減税率が導入されましたが、中

小企業については、税率の異なるごとに区分

することが困難なこともあり、次の特例が認

められています。 

①小売等軽減仕入割合の特例 

課税仕入れ(税込み)を税率ごとに管理でき

る卸売業又は小売業を営む中小事業者は、そ

の事業に係る課税売上げ(税込み)に、その事

業に係る課税仕入れ(税込み)に占める軽減税

率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れ

(税込み)の割合(小売等軽減仕入割合)を乗じ

て、軽減対象資産に係る課税売上げ(税込み)

を算出して、売上税額を計算することができ

ます。 

②軽減売上割合の特例 

課税売上げ(税込み)に通常の連続する10営

業日の課税売上げ(税込み)に占める同期間の

軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)の割

合(軽減売上割合)を乗じて、軽減対象資産に

係る課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額

を計算することができます。 

③①、②の割合の計算が困難な場合 

①、②の割合の計算が困難な中小企業で、

主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う事

業者は、これらの割合を50/100とすることが

できます。 
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